
平成 2 8 年 4 月 1 5 日

町会・自治会長 様

江戸川区民生委員推薦会

委員長須賀輿孫

民生・児童委員の一斉改選について（情報提供）

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃より民生・児童委員の活動について、ご協力を賜り、厚
くお礼申し上げます。

さて、今年は 3 年に一度の民生・児童委員の任期満了に伴う

f 一斉改選 J が行われます。 7 月の区推薦会を経て、都と国に

推薦を行いますが、貴町会・自治会の区域については、厚生労

働省及び東京都が定める民生・児童委員定数等の関係から、近

隣の町会・自治会より選出された民生・児童委員が担当させて

いただく予定です。

つきましては、恐縮ではございますが、民生・児童委員が決

定しましたら、改めてお知らせいたしますので、ご理解をいた k

だきますようお願い申し上げます。

記

1 改選期日 平成 2 8 年 1 2 月 1 日

2 任 期 平成 2 8 年 1 2 月 1 日～平成 3 1 年 1.1 月 3 0 日

【 3 年間】

3 改選人数 4 3 5 名（区の定数）

担 当 江戸川区福祉部福祉推進課庶務係

T E L 5 6 6 2 - 5 0 2 6 音野・田村



江戸jI l 区民生・児童委員の概要

1 民生・児童委員とは
－地域の皆さんの相談に乗り、行政などと協力して、援助に取り組むボランティア。
・人格見識が高く、社会福祉の増進に熱意のある方を地域（町会・自治会）が推薦します。

2 任期
3年【平成 28 年 ＿12 月 1 日～平成 31 年 11 月 30 日】
※任期途中に欠員補充の委嘱を受けた方については、前任者の残任期聞が任期となります。
※再任が可能です。規定により民生・児童委員は概ね 75 歳、主任児童委員は概ね 65 歳まで0

3 身分等
・厚生労働大臣から委嘱を受けた「非常勤の特別職の地方公務員」
・無報酬ですが、民生委員活動に必要な交通費、通信費、研修参加費等のため、活動費
（定額）が支給されます。

4 守秘義務
・民生委員法で守秘義務が課せられており、個別の相談等を通じて知り得た個人の秘密は守
ります。また、民生委員を辞めた後も、活動を通じて知り得たことについては、引き続き
個人の秘密を守る必要があります。

5 主な活動内容 ※民生委員は児童委員を兼ねます。
(1）民生委員としての活動

世帯状況の把握
地域住民に対する適切な援助を行うために、担当区域内の住民の生活実態や問題点
などを適切に把握します。 7 5 歳以上のひとり暮らし熟年者の調査など。

相談・支援
福祉サーピスを必要とする人が、自身のニーズにあったサーピスを選択・利用できるよ
う相談に応じ、援助します。
協力
区役所、福祉事務所、児童相談所、子ども家庭支援センター、健康サポートセンター等
の関係機闘が行う業務に協力します。住民の立場に立って、住民と関係機関の橋渡しの
役割を務めます。

(2）児童委員としての活動
－援助を要する児童等を発見した時の調査、関係機関（学校、児童相談所等）への連絡・
通報を行います。また、学校等からの依頼を受け、調査等を行います。
－担当区域内の児童や保護者からの相談を受け、これに対する助言を行います。

(3）主任児童委員としての活動
・主任児童委員は、担当区域を持たず、区域を担当する民生・児童委員と協力し、地域
全体の児童問題に当たります。

6 研修
(1）新任研修・・・新たに委嘱された民生・児童委員に対し、職務の遂行に必要な基礎知識

－技術を付与するために 3 日間実施します。
(2）その他研修・・・任期に応じた現任研修、メンタルヘルス研修、人権研修などがあります。

7 会議等
(1）地区協議会……月 1 回 ※研修【日帰り・宿泊】もあります。
(2）合同協議会……年 3 回（ 6 ・ 9 ・ 1 2 月）
(3）関係機関（生活援護課、小・中学校等）との情報交換会（年 1 ～ 2 回）
(4）勉強会、講演会など
※会議等は原則、昼間に開催



8 民生・児童委員の平均像・日常活動

江戸川区の民生・児童委員（平均）

任期： 3期目（ 8 年目）

年齢： 65歳

年間活動日数： 1 5 3 日

訪問連絡回数： 1 1 8 回

・ある民生・児童委員の 1 週間（一例：担当区域によって内容は変わります）
9 : 00 : 12 : 00 : 15 : 00 : 

日曜日

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

*10: 00 

在宅介護を受けている熟年者の
M さん宅を訪問。介護者である
夫に介護講習会の案内をした。

女10: 00 

地区協議会に出席。区から報告・
依頼を受けた。また、気になるケ
ースについて委員全体で協議した。

*10: 00 

民生・児童委員とし

て、地域福祉の研修を
受けた。

女10: 00 

N さんより、次男の大学進学費用に関

して、生活福祉資金の教育支援資金借

り入れの可能性について相談を受け
た。早速、社会福祉協議会に連絡した。

*14: 00 

安否確認のため、ひとり暮らし

熟年者Y さん宅を訪問。

女17: 30 

隣家の子どもが
虐待を受けてい
るのではないか

と住民から通報
があっ’たので、子

ども家庭支援セ
ンターに連絡し

た。




